
かもつきほん

必要ある場合は，営業;Q-郎や寄託物のl反扱等も行う。(加藤誠次

郎)

かもつきほんちんりつ 貨物基本貨率 貨物巡fi:算定のため

の2iE世主的~:Mの 1 つである貨物f'i )j容の基本ヰ'を L づ 。 貨物基木

氏率は貨物巡送に裂する単位当 り Jjj( jillifこ対比、するもので， jffi仰l

発~~J'~;~における J~/lT:!Ii的JllUmi (terminal cost) に相当する発着手

数料と，発駅から着駅までの距離がJ íl'(Jll (haulage cost) に相

当する |三間氏率とから構成される。発新手数料は述送の距離に

|止l係なく発生する政府に相当するものであるから ， その基本率

は一定であるのに反し， 区間 t'l率は巡送の~e雌によ っ て異なる

のであるから，その基本率は~g出f~に応じて変化するのが通例で

ある。

わが国鉄の現行貨物基本1'l:率も ， 発岩手数料と区間氏率とか

ら榊l武されており ， 発着手数料は宅扱，および小口扱にあっては

100 kg , 事扱にあっては 1 t を単位とし， 区間11:率は宅扱およ

び小口扱にあ っ ては 100kg ・ lkm 当 りの Jド扱にあっては

1 t ・ lkm 当りの単位によ り ， かつ主li送出2剤tの延長するにした

がし 、絶対側の小さいt't率が設けられ，宅扱および小口扱にあっ

てはそれぞれ 3 地;m=，事扱にあっては 5 地f!? となっている。

製作 (11臼和 32 ・ 4 ) 貨物故別法本r"'J:率を示すとつぎのとおりで

ある。
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かもっさいてい う んちん 貨物最低運賃

1 lt-IJ5:Eの辺白

111 倣 (7 級)

81 円 ( 1 t につき)

372 銭
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218 
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208 

貨物巡送に要する費用中には発着駅間の輸送費のように迎送

距離の長短， 貨物の数量の多:fJーに応じ対~滅する距荷量的資用と発

着駅における受託事務，中長表の発行および整旦n，引波および保

管事務，貨車手配等運送距離および数iiiにほとんど関係なく嬰

する場所的政府とがある。この場所がJ~'(mは五II送費のと1~I， iに迷

する場合があるので，貨物が余り少量でかつ近距離の場合は，

たとえ巡貨計算に最低重量制度を設けてもなお近距般のため主li

:1'(が非常に少傾で巡送突吹を{:l'tい得ないのである。そこでこの

点を考慮し貨物 1 口ごとに一定釘lの巡i立を設け，これに満たな

いものはその額を収受することとしている。この運賃が最低迷

nである。

2 金額

国鉄における貨物 1 口の現行最低迷nは，とくに定める場合

を除きつぎのように定められている(貨物運送規則第 63 条)。

(1) 宅扱貨物集貨するものは 140 円，駅託のものは 110 門

(2) 小口扱貨物 80 円

(3) 率扱貨物

ア j'j:重品で 1 ,f& 1 0 削1析の.ìill i'lを収受するもの 巡賃計算

ト γ数 20t 以上 14 ，000 円， 向 14-19t 11 ，000 円 ， 同 13 t

以下 8，500 円

イ その他の貨物 巡民計算トン数 20 t 以上 3，000 円，同

14-19t 2 ，500 円，悶 1 3 t 以下 2，000 内

自動車線のみを運送する もの，または連絡Jlli輸てd国鉄 ・ 社線

各}JIJに湿mを計算するものはア号およびイ号の半綴，またi'è切

列車で見li送するものは l 列車につき 3 級品 100 t 分 (50，000 円

に満たないときは 50，000 円)。

3 適HJ方法

下記のものに対しては前記の最低五11貨の適用がない。

(1) 私有1't J11に獄放した貨物 (2) 1j.1 fillの鉄道車両 (3) 事

業用貨物の-1m (4) その他とくに定めある場合。

最低i!IUをは巡~1の釧引または割桶をするときは， 制引または

制庁!した結'*に対して適用するのである。(/刻娘チ!ー)

かもつしせん 貨物支線 貨物のみを大量に取扱う汐留 ・ 傍

聞のような貨物専用駅，あるいは貨物集散が限定される臨港地

;;a:・炭坑 ・ 市場等の貨物駅に至る線路で， 一般の鉄道線路から

分岐して入 っ ている場合がある。この線路をとくに貨物支線と

い九代表的なものに品川・ 東京市場開， 吹田操耶場 ・ 線問問，

今宮 ・ 大阪港fHJ ， 東灘 ・淡川閉および北九州の炭坑線等がある。

(村悶政人)

かもつじど う し e う んそうじぎょう 貨物自動車運送事業

(英) freight motor carrier bus iness 他人の需裂に応じ自動

車を使用して有償で貨物を巡送する事業を L市、一般には トラ y

ク事業と いう。 (1) 他人の需要に応ずること (2) 自動車を使

用すること (3) 有償であることの 3 つがこの事業の要件であ

る。

他人の訴裂に応ずるとは量Ii送の申込に対してなされる辿送の

ことであり ， したがって協同組合が組合員のもとめに応じて運

送する場合もこれに該当する。自動車を使用するとは lêl ffi}J111を

常時自己の管JlJ!下において使用することであり ， したが っ て荷

主と迎送業者とのf，Jjにあ って運送のあっ旋をするI民放業者ーは，

荷主とのI切にilli送契約を結んだとしても自動車をその管理下に

おいていないので，自動車を使用することにはならない。

トラ ッ ク 事業には樋々の形態がある。道路運送法 (1113和 26 年

法律第 183 号)はこれらの形磁を， Jよく一般の需要に応ずるも

のと ， 特定の術主の稲裂にのみ応ずるものとに大別し，前者に

ついては一般路線貨物自動車運送事業， 一般区l或貨物自動車運

送事業および一般小型貨物自動車運送事業の 3 種類に分けてい

る。

1 一般路線貨物自動車運送事業

この事業は路線を定めて定期に運行する自動車により， W合

貨物を巡送する事業である。幹線道路を疾駆する大型トラック

に L東京一静問一浜松一名古屋1 のような巡行区間を表示して

あるのをよく見受けるが， これが一般路線トラック事業者の使

用するトラックである。路線を定めること，定期にトラックを

巡行させること ， 桜合貨物の運送を対象とすることの 3 つがこ

の事業の嬰{斗である。路線とは?首時 ト ラックを運行する区間の

ことで LOO市から xx町まで，途中ム6 111J経由1 のような表

示方法をとることになっている。路線外にトラックを運行して

路線外において貨物の絞卸をすることは禁止されている。定期

とはたとえば毎日巡行，奇数日運行，毎週月 ・ 水 ・ 金曜日運行

のようにあらかじめ巡行日を決めることをしづ。このほか巡行

回数が~)î:業計画の内容になっていて定期と裂腹の関係にあり，

毎 日 l 往復または毎日 3 往復の ように決めることになっている。

積合貨物とは，いわゆる小口貨物といわれるもので， トラッ F

のf1'11紋能力からみて少盆の貨物のことをしづ。しかし絞合かど

うかは契約によ司て決定することはもちろんである。たとえ少

iii;の貨物であっても 1 事を貸し切って運送するときは，貸切連

送契約の貨物となる。

この事業は多数の荷主の貨物を頻繁に運送し，運送区間も都

市と都市とを結ぶ比較的長距離となるものが多く ， 法津関係も
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